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番号 質疑等 委員名 内容 対応 

1 質問 甲斐委員 令和 2年度分の外国人市民の在留資格別の内訳にある

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は８％だが平成

28年分のグラフに表示していない理由を教えてほしい。 

原案９㌻ 

平成 28 年 12 月末現在では、在留資格「技術・人文知識・国際業

務」は 12名であり、「その他」として表示している。 

令和 2 年の同時期では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は

260名に増加したため、項目を追加した。 

２ 意見 長谷委員 外国人市民の多い小学校区について、その理由も記載

してほしい。 

原案 10㌻ 10-13行 

「地域により、外国人市民がたくさん集まる地域（集住地域）と、そう

でない地域に分かれていくのは、全国的にもみられる傾向です。職

場への通勤距離、家賃の相場等の住宅環境の他、外国人市民が

集住する地域では、母語での生活がしやすくなり、より集住につな

がることが考えられ、一律ではない地域の実情に応じた外国人市

民への取組が必要です。」を追加した。 

３ 意見 阿部委員

長 

 

外国人市民の居住地に偏りが見られるため、この辺りに

ついて触れていただきたい。 

原案 10㌻ 12-13行 

「一律ではない地域の実情に応じた外国人市民への取組が必要

です。」を追加した。 

４ 意見 阿部委員

長 

 

滋賀県の市町村では、内閣府の「SDGｓ未来都市」に選

定されたのは湖南市だけ。多文化共生のバックグラウン

ドである SDGｓについて、もう少し詳しい説明が欲しい。 

 

原案 14㌻ 

「コラム② SDGｓ 未来都市について」を追加した。 

５ 意見 青木委員 文言の中に、一番比率の高い、ポルトガル語の通訳者を

配置しているとか、もう少し配慮を入れるとより良い。 

原案 16㌻ 16－17行 

「外国人市民比率の最も高い」を追加した。 
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番号 質疑等 委員名 内  容 対応 

６ 意見 阿部委員

長 

 

取組「生活オリエンテーション」を行う際、地域住民を交

えるなど地域づくりにつなげてほしい。 

 

原案 18㌻ 施策⑥ 

「転入者用の配布物については、市民として生活していく上で必要

な情報を提供するとともに、国際協会や地域、企業等と連携し外国

人市民への生活オリエンテーションを行います。」と記載している。 

 

 

7 意見 阿部委員

長 

日本語教室を無償ボランティアに頼っているのはいかが

なものか。 

原案 19㌻ 17-21行 

「また、令和元年（2019 年）6 月に「日本語教育の推進に関する法

律」が成立し、外国人市民の方や外国にルーツを持つ子どもをはじ

め、日本語教育に関して国と自治体の責任が示されました。 これ

を踏まえ、日本語教室の運営には指導者が欠かせないことから日

本語指導ボランティア講座の実施を継続するとともに、外国人市民

のニーズに応じた日本語および日本文化（生活文化を含む）を学

習する機会の提供に努めます。」と記載している。 

 

 

８ 意見 船越副委

員長 

災害時に外国人市民をどうフォローするかの取組に、健

康福祉部の担当課が割合少ないように思う。 

原案 29㌻（施策④）に健康福祉部を担当として記載している。 

今後、健康福祉部局及び危機管理・防災課において災害時に外

国人市民をフォローするよう庁内で調整したい。 
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番号 質疑等 委員名 内  容 対応 

９ 意見 阿部委員

長 

 

国も自治体も日本語などの教育を押し付ける形にならな

いようにしてほしい。外国人市民の母語・母文化の学び

の場を提供する必要性を強調してほしい。 

 

原案 30㌻ 7-9行 

「多文化共生社会の実現のためには、外国人市民と日本人市民

が互いの文化や習慣を認め合いながら、『共』に新しい湖南市の暮

らしを『生』み出していく『共生』が必要となります。このことから、ここ

で暮らす外国人市民と日本人市民の双方が異文化理解を深める

ための取組が必要です。」を追加した。 

原案 30㌻ 18-21行 

 「さらに、母語や母国の文化を学習し、家庭におけるコミュニケー

ション不足の解消や自らのルーツを学びながら地域コミュニティとの

つながりを深める子ども向けの母語教室を行い、将来多文化共生

の地域づくりのための日本人市民と外国人市民をつなぐコーディネ

ーターや、また両方の立場のオピニオンリーダーといったキーパー

ソンとなる人材を育成していきます。」がある。 

10 意見 甲斐委員 

 

基本方針にある「笑顔でいられる」言葉について、外国

人市民が日本人と同じ生活（雇用の形態、言葉の習得、

子どもの義務教育期間後の学歴の習得など）を送れる時

に初めて可能になる。 

原案 33㌻のコラムを追加する。なお、原案 35㌻ 9-14行 

「【市の役割】 市は市民にとって最も身近な住民サービスを提供す

る基礎自治体です。そのため市民のニーズを把握し、外国人市民

も日本人市民も共に笑顔で安心、安全な生活を送ることができるよ

う、庁内の連携を密にしながら、必要なサービスを積極的に提供す

ることが求められます。 

また、就労、教育、防災、医療・福祉など広域的課題について 

は、県や近隣市町と連携しながら取組を進める必要があります。」 

がある。 
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11 意見 阿部委員

長 

地域のなかで、日本人市民と外国人市民がどう融合して

いくのかが素案から抜け落ちている。 

原案 33㌻のコラムを追加する。 

12 意見 阿部委員

長 

一般市民に分かりやすい言葉遣いにしてほしい。英語を

直訳した「多様性」「包摂性」が通じるかは疑問。 

原案 44-45㌻ 「用語解説」に記載する。 

13 意見 中野委員 

 

「外国語や外国文化を学ぶ機会の提供」は日本人を対

象とし、「担い手となるキーパーソン」は外国人市民に近

い日本人市民を対象としていると理解している。20～30

歳代の目線で見ると、情報が届いていないのでもったい

ない。ICT の活動や SNS をもう少し活用するようにしてほ

しい。今まで通り多文化共生の啓発をすると、今まで通り

の人にしか届かない。 

市の Vチューバ―とコラボができるかなど、庁内で議論する。 

 

14 意見 甲斐委員 

 

外国人市民の子どもの高等学校・大学の進学率や外国

人の非正規雇用の比率など、不都合なデータも記載し

てほしい。 

把握することは必要であるが、偏見につながる恐れもある為記載は

差し控えたい。 

 

15 意見 青木委員 学校現場ではスペイン語圏の相談が多々ある。 

ホームページやアプリで英語・中国語・韓国語・ポルトガ

ル語の対応にスペイン語を加えてほしい。 

ホームページやアプリの多言語化については、英語・中国語・韓国

語が商品化されている。スペイン語を含んだ多言語については今

後の課題である。 
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第１章 プラン策定の基本的な考え方                                             1 

１．背景・趣旨  2 

湖南市は、令和２年(2020 年)末の外国人市民の比率が 6.02%と県内市町で最も外国人比率の高いまちで3 

す。 4 

以前は出入国を繰り返す外国人市民も多くいましたが、全国的にも最近は定住する傾向が見られること5 

から、外国人市民も地域の一員として共に活動していくことが必要となっています。これまでも行政や湖6 

南市国際協会をはじめとする関係団体などが連携し、多文化共生に向けた取組を行ってきましたが、今後7 

はさらに企業や地域との連携に重点を置き、具体的地域に根ざした取組を行う必要があります。また、国8 

籍や民族に関係なく、同じ地域で共に生活する市民としてお互いを理解し、協力し合う気持ちを持つこと9 

が大切で、湖南市市民憲章にも「たがいの人権を認め合い、思いやりのある」まちづくりを謳っています。 10 

今回のプランの策定にあたり、見えてきた課題や、積み残しの施策について再考し、「参加交流から交流11 

理解へ」「交流理解から協働へ」「協働から創造へ」の流れをつくり、道筋を示すことで、一人ひとりの個12 

性と多様性が認められる社会、誰にとっても暮らしやすい新たな文化を生み出す湖南市をめざします。 13 

 14 

２．改訂の経緯  15 

急増する外国人住民への施策の在り方が全国的な課題となりつつある中、平成 18年(2006年)3月に総務16 

省は地域における多文化共生の推進を計画的かつ総合的に実施するため、地方自治体に対し「地域におけ17 

る多文化共生推進プランについて」を通知しました。これを契機に受けて、それぞれの市町村で地域の特18 

性、住民の理解、外国人住民の実情などを踏まえた具体的な施策と、その推進体制に関する指針・計画の19 

策定が進められることになりました。 20 

平成 22 年（2010 年）４月に滋賀県が「滋賀県多文化共生推進プラン」を策定し、国・県・市町村・企21 

業・国際協会・NPO、そして県民がそれぞれ役割を担いながら多文化共生の地域づくりがを進みめました。 22 

（令和２年（2020年）には第２次滋賀県多文化共生推進プランが策定されています。） 23 

湖南市では平成 24 年（2012 年）３月に「湖南市多文化共生社会の推進に関する条例」を制定し、あわ24 

せて「湖南市多文化共生推進プラン With KONAN Plan」を定め、国籍、民族などの異なる人々が、互いの25 

文化を認め合い、人権を尊重し、このまちの市民として共に生きていく多文化共生社会を推進してきまし26 

た。 27 

また、その後の経済・社会情勢の変化やそれに伴う課題への対応、定住化傾向の外国人住民の増加や国28 

籍の構成変化などを踏まえ、「湖南市多文化共生推進プラン With KONAN PlanⅡ」を平成 29 年（2017 年）29 

３月に策定しました。 30 

国においては、平成 30 年（2018年）６月 15日に閣議決定された、経済財政運営と改革の基本方針 201831 

（骨太の方針）において、深刻な人手不足を背景に、外国人材の受け入れを拡大する方針が示されました。32 

また、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が策定され、「外国人住民の増加・多国籍化、在33 

留資格『特定技能』の創設、多様性・包摂性のある社会実現の動き、デジタル化の進展、気象災害の激甚34 

化といった社会情勢の変化」を踏まえ、「地域における多文化共生推進プラン」改訂版（新プラン）を令和35 

２年(2020年)９月に公表しました。 36 

令和３年度（2021年度）に「湖南市多文化共生推進プラン With KONAN PlanⅡ」の５年間の計画期間が37 

終了することから、総務省や滋賀県のプランと整合性を保ちながら、より実情に合ったプランとなるよう38 
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改訂を行います。 1 

 2 

３．プランの位置づけ  3 

   このプランは「湖南市多文化共生社会の推進に関する条例」により定められた多文化共生施策を総合的4 

かつ計画的に実施するための推進計画です。また、最上位計画である「第二次湖南市総合計画後期基本計5 

画」をはじめ、関連する個別計画との整合性を図るとともに、新型コロナウイルス感染拡大の影響による6 

生活様式の変化、外国人市民の居住地の集住化（隔たり）、国の交付金を活用したＩＣＴの導入による相談7 

体制の充実、「湖南市 SDGs 未来都市計画」の策定等、当市における５年間の情勢変化にも対応した計画と8 

なるよう策定しました。 9 

 10 

４．計画期間  11 

   本計画の期間については、令和４年度（2022 年度）から令和８年度 (2026 年度)の５年間とします。な12 

お、その間著しい社会情勢などの変化があった場合には、必要に応じて見直すこととします。  13 
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第２章 外国人市民の概況など                                                            1 

１．外国人市民の推移  2 

出入国管理及び難民認定法※１）が平成２年（1990 年）に改正されると、日系三世までが日本で就労可能とな3 

り、主にブラジルやペルーなど中南米諸国からの来日が全国的に増加しました。 4 

 湖南市においても、平成３年（1991年）には外国人市民が 1,000人を、平成 11年
ねん

（1999年
ねん

）には 2,000人を、5 

平成 17年（2005年）には 3,000人を超え、平成 19年（2007年）に 3,425人とピークを迎
むか

えました。 6 

平成 20 年（2008 年）秋に起きた世界的な経済危機の影響で外国人市民数の減少傾向が続いていましたが、7 

近年はまた、上昇傾向がみられます。令和２年（2020年）には新型コロナウイルス感染症の影響により減少し8 

ました。なお、外国にルーツがある日本国籍保持者（帰化された方）は統計上、外国人市民には含まれません。 9 

 10 

※平成元年(1989年)から平成 16年(2004年）までは旧石部町・旧甲西町のデータを合計したもの 11 

※数値は各年 12月末現在 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

湖南市の総人口に対する外国人市民の比率は、平成元年(1989年)には 1.38％でしたが、平成 19年 (2007年)17 

末には、5.88％となり、県内市町で最も外国人市民比率の高いまちとなりました。平成 21 年（2009 年）末を18 

除き、平成 19年（2007年）末以降、県内で最も外国人市民比率が高くなっています。 19 

 20 

※平成元年(1989年)から平成 16年(2004年）までは旧石部町・旧甲西町のデータを合計したもの 21 

※数値は各年 12月末現在 22 

※（参考）令和元年 12月末現在の全国平均は 2.3% 23 
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総人口に対する外国人市民比率の推移（％） 

外国人市民の推移 (人) 

平成  

平成  

令和 

令和 

※１） 出入国管理及び難民認定法とは 

出入国管理及び難民認定法とは、外国人の入国・上陸・在留・出国・退去強制、日本人の出国・帰国、難民の認定な

どについて規定する法律。1990年に改定されることにより、来日する日系人が増えはじめた 
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ブラジル

47%

ペルー

17%

韓国

13%

中国

7%

フィリピン

4%

その他

12%

ブラジル

46%

ベトナム

17%

ペルー

11%

韓国

8%

インドネ

シア

5%

中国

4%

その他

9%

永住者

36%

定住者

31%

技能実習

11%

特別永住者

12%

日本人の

配偶者等

7%

その他

3%
永住者

30%

定住者

29%

技能実習

14%

技術・人文知

識・国際業務

8%

特別永住者

7%

日本人の

配偶者等

6%

その他

6%

ブラジルが 46％で最も多く、ペルーと「その他」に含まれるスペイン語話者を合わせると、外国人市民の半分以

上は南米系外国人市民ですが、近年はベトナムやインドネシアなどの東南アジアからの外国人市民が増えてい

ます。 

※令和
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湖南市の外国人市民の在留資格別内訳 

 

国籍別外国人市民の比率 

 

在留資格のうち永住者、定住者、日本人の配偶者等を合わせると 6465％になります。日系人の持っている在留

資格は主にこの３つになります。技能実習生の在留資格で来日している外国人市民の多くは東南アジアから来て

います。人数では、 「技術・人文知識・国際業務」は 12人から 260人に、「技能実習」は 261人から 468人に増加

しています。平成 31 年（2019 年）４月に新たに創設された在留資格「特定技能」はその他に含まれ 15 人ですが、

「その他」に含んでいます。 

「技術・人文知識・国際業務」 とは 

理学，工学その他の自然科学の分野若しくは法律学，経済学，社会学その他の人文科学の分野に属する技術若

しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。

国内外の大卒・短大以上や日本の専門学校卒（専門士） 等の学歴要件等が有ります。 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

小学校区別人口に対する外国人市民比率をみると、水戸小学校区が一番多く 17.91％、次いで岩根小学校区6 

が 11.73％、三雲小学校区が 5.57％となっています。５年前と比較すると、全体的に比率は高まっており、集7 

住地域である水戸及び岩根ではより比率が高くなっていることが分かります。ただし、菩提寺小学校区、菩提8 

寺北小学校区では１％程度で、市内の外国人市民の居住状況は大きく差があることがわかります。 9 

地域により、外国人市民がたくさん集まる地域（集住地域）と、そうでない地域に分かれていくのは、全国10 

的にもみられる傾向です。職場への通勤距離、家賃の相場等の住宅環境の他、外国人市民が集住する地域では、11 

母語での生活がしやすくなり、より集住につながることが考えられ、一律ではない地域の実情に応じた外国人12 

市民への取組が必要です。 13 

  14 

2.82
3.21
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3.15

6.57

0.83 0.91

3.61

12.61

三雲東

5,104人

三雲

10,219人

石部

6,573人

石部南

5,453人

岩根

4,561人

菩提寺

7,088人

菩提寺北

4,607人

下田

6,063人

水戸

5,365人

4.02

5.57 5.35
4.24

11.73

1.24 1.09

4.20

17.91

三雲東

5,170人

三雲

10,155人

石部

6,579人

石部南

5,241人

岩根

4,400人

菩提寺

6,871人

菩提寺北

4,677人

下田

6,217人

水戸

5,499人

小学校区別人口と外国人市民比率 

 

※平成 28年(2016年)５月１日現在 

 

※令和３年(2021年)５月１日現在 

 

水戸の場合 

日本人と外国人の合計が 5,499 人で 

その内の 17.91%が外国人市民です。 
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２. 相談  1 

 一元的外国人相談窓口等に配置しているポルトガル語の通訳が、行政での手続きや福祉・税金などの相談を2 

受ける件数は平均で１か月に 1,000 件を超えます。以上あります。ポルトガル語以外の場合、ＩＣＴ機器の利3 

用又は対応のできる窓口を案内しています。 4 

 ただ、ＩＣＴ機器では相談内容によっては、外国人市民からの相談に十分な対応ができないことがあります。 5 

また、上記とは別に、教育部局では制度に関する相談は随時、教育委員会事務局、各小中学校、日本語初期6 

指導教室「さくら教室」などで日本の教育制度や児童・生徒に係る相談に応じています行っています。 7 

  8 

 9 

 10 

対応言語 

※注 

ポルトガル語 4,690 

スペイン語 968 

その他 380 

合計 6,038 

相談者数 

来訪 4,653 

電話 1,079 

その他 294 

合計 6,038 

国籍別 

ブラジル 4,671 

ペルー 907 

その他 460 

合計 6,038 

相談内容 

転入・転出等 428 納税 247 

証明 1,298 保育園 101 

届 101 児童手当 153 

戸籍 29 児童扶養手当 46 

印鑑登録 89 小中学校 ※2 388 

原付・ナンバー・車 83 健康 370 

健康保険・年金 492 仕事 65 

在留カード 186 生活保護 11 

ビザ・パスポート 322 住宅手当 84 

住宅 50 上下水道 13 

税金 680 その他 2,693 

 合 計 7,929 

※外国人相談通訳が対応した対応言語であり、外国人市民が求めた言語ではありません。 11 

※2 教育部局での相談を除く  12 

令和３年（2021年）上半期（４月～９月分） 

相談内訳（単位件数） 

令和３年（2021年）上半期（４月～９月分） 

相談内訳（割合） 

手続き（市民課）に関す

ること

25%

税金に関す

ること

12%

子どもに関すること

9%

仕事・健康福祉に関するこ

と

12%

その他

42%
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 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

  35 

東庁舎(総合受付)

通訳職員1名 Web会議用タブレット4台・自動翻訳機2台

国際協会・保健センター

・各まちづくりセンター(7か所)

【国際協会】通訳1名、自動翻訳機1台、

Web会議用タブレット1台

【保健センター】通訳1名、自動翻訳機１台、

Web会議用タブレット1台

【石部南・三雲・柑子袋・岩根・菩提寺・下田まち
づくりセンター・サンヒルズ甲西】

窓口担当1名(まちづくり協議会の方)、Web会議用タ
ブレット各1台。各まちづくりセンターのタブレッ
トには翻訳アプリを導入。

西庁舎(人権擁護課)

通訳職員２名

Web会議用タブレット1台・

自動翻訳機1台

●各窓口を Web 会議システムでつないでいます。外国人市民の方からの相談に対し

て窓口のタブレットを使い、担当課にテレビ電話での対応が可能です。。 

・（例）例えば、まちづくりセンターに外国人市民の方が相談に来られる→センター

の窓口から東庁舎や西庁舎の窓口の通訳者に Web 会議システムでテレビ電話をかけ

る。→通訳者が内容によりタブレットを持って担当課へ行く。→Web会議システムを

通して担当課の職員と三者で話をする。 

・文書などを Web会議システムの画面に映して話すこともできます。 

●両庁舎、保健センター、国際協会の窓口には自動翻訳機を配置。 

 

外国人市民を取り巻く課題に広く対応するため、国際協会に生活相談員１名を配置し幅広い生

活相談に対応しています。東庁舎総合受付に通訳者を配置し、総合受付、人権擁護課（西庁舎）、

国際協会、保健センター、各まちづくりセンター（石部を除く、水戸はサンヒルズ甲西）に一

元的外国人相談窓口を設置して各窓口をウェブ会議システムで繋ぐことで、通訳者がいない部

署でも通訳者を介した相談に対応しています。また、各窓口に自動翻訳機を設置し、多言語に

対応しています。 

【コラム①】「湖南市一元的外国人相談窓口」の運営 

各窓口からワンストップで相談ができます。 
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第３章 多文化共生の推進に関する基本的な考え方                        1 

 2 

１．多文化共生の意義  3 

（１）市民の人権意識の高揚 4 

「湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例」、「湖南市多文化共生社会の推進に関する条例」5 

などに規定された、外国人市民を含めた全ての市民の人権尊重、人権意識の高揚につながります。 6 

 7 

（２）市民の異文化理解力や国際感覚の向上 8 

文化的背景の異なる市民同士が交流したり、相互の文化を学ぶ機会を増やすことで、市民の異文化理解9 

力と国際感覚の向上が図られます。 10 

 11 

（３）全ての人にとって暮らしやすいまちづくり 12 

市民一人ひとりの持つ個性（年齢や人種、ジェンダー、障がいなど）が尊重され、全ての人が自分らし13 

く生きられる社会や多様性が受けいれられるまちづくりが実現できます。 14 

 15 

（４）地域の担い手づくりと新たな地域文化の創造 16 

   日本人市民と外国人市民が交流を深めることで、異なる生活習慣や文化、価値観を認め合い、様々な地17 

域活動に共に取り組んでいくことが可能になります。外国人市民の積極的な社会参画は、地域の担い手の18 

増加や新たな地域文化の創造につながります。 19 

 20 

２．基本方針とプランの体系  21 

（１）基本方針 22 

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化を認め合い、人権を尊重することにより、「参加交流から交23 

流理解へ」「交流理解から協働へ」「協働から創造へ」とつながるような多文化共生社会をめざします。 24 

 25 

 いろんな文
ぶん

化
か

が響
ひび

きあう 一人
ひ と り

ひとりが笑
え

顔
がお

でいられるまち 湖
こ

南
なん

  26 

（２）SDGｓとの関連性 27 

湖南市は令和２年（2020年）に SDGｓ未来都市に選定され、SDGｓの考え方を活用した誰一人取り残さな28 

いまちづくりを進めています。 29 

令和２年度（2020 年度）に計画期間を終えるものから、順次 SDGｓを盛り込んだ計画への改訂を行うこ30 

ととしており、本プランの改訂にあたり、SDGｓの理念の踏襲や、関連する SDGs のゴールを整理し、SDG31 

ｓの観点を反映することとします。 32 

SDGｓとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、平成 13 年（2001 年）33 

に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、平成 27 年（2015 年）９月の国連サミットで採34 

択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」にて記載された令和 12 年（2030年）までに持続可35 

能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一36 

人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。   37 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

本計画は、１７のゴールの内、プランの体系の９ゴールの達成にむけた取組であるとともに、他のゴール・18 

側面と合わせて統合的な課題解決を図る全市的な取組の一環となります。 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

  34 

【コラム②】 ＳＤＧｓ未来都市について 

 

 SDGs未来都市とは、地方創生を推進するための計画の一つであり、SDGsを原動力としています。 

平成 30年度（2018年度）から内閣府地方創生推進室が募集・選定を行っており、優れた取り組みを発信す

る都市が毎年 30件程度認定されています。 

  

 令和 2 年に「湖南市 SDGs 未来都市計画」が策定され、より多くの人が問題解決に向けた行動を「自分の

こと」としてとらえ、実際に行動できるようにする事こそが、ＳＤＧｓ未来都市の目的といえます。 

  

 SDGsは誰にとっても他人ごとではない重要課題です。「2030年」を年限とする維持可能な社会を実現させ

るためには、国や地方自治体、そして地域で暮らす一人ひとりが、より深く意識する必要があります。 
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ろ う ど う

に関
か ん

する情報
じ ょ うほ う

提供
ていきょう

・相談
そ う だ ん

②企業
き ぎ ょ う

に対
た い

する多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
す い し ん

のための啓発
け い は つ

①居住
き ょ じゅ う

支援
し え ん

に関
か ん

する情報
じ ょ うほ う

提供
ていきょう

、啓発
け い は つ

②医療
い り ょ う

・保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

に関
か ん

する情報
じ ょ うほ う

提供
ていきょう

①防災
ぼ う さ い

に関
か ん

する情報
じ ょ うほ う

の提供
ていきょう

②外国
が い こ く

人
じ ん

市民
し み ん

の防災
ぼ う さ い

意識
い し き

の高揚
こ う よ う

③防災
ぼ う さ い

の担
に な

い手
て

としての外国
が い こ く

人
じ ん

市民
し み ん

の参画
さ ん か く

促進
そ く し ん

、育成
い く せ い

④災害
さい がい

、感染症
かんせんしょう

流行
りゅうこう

時
じ

の体制
たい せい

整備
せ い び

①多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃ かい

づくりへの意識
い し き

啓発
けい はつ

、不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

言動
げん どう

の解消
かいしょう

②キーパーソンの育成
いく せい

③多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の場
ば

づくり

①外国
がい こく

人
じ ん

市民
し み ん

の社会
しゃ かい

活動
かつ どう

への参加
さ ん か

促進
そく しん

②多様性
た よ う せ い

を生
い

かした地域
ち い き

づくり

③地域
ち い き

で活躍
かつ やく

する外国
がい こく

人
じ ん

市民
し み ん

の情報
じょうほう

発信
はっ しん2

地域
ち い き

活動
か つ ど う

における社会
し ゃ か い

参
さ ん

画
か く

支援
し え ん

、連携
れ ん け い

・協働
き ょ うど う

による

地域活性化
ち い き か っ せ い か

の推進
す い し ん

4
安全
あ ん ぜん

に暮
く

らすための災害
さ い が い

時
じ

の支援
し え ん

体制
た い せ い

の整備
せ い び

3

国籍
こく せき

にかかわらず、一人
ひ と り

ひとりが協力
きょうりょく

して進
す す

める

活力
かつりょく

ある多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の

地域
ち い き

づくり

1
多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の地域
ち い き

づくりの

ための意識
い し き

啓発
け い は つ

2
安心
あ ん し ん

して働
はたら

くことのできる環
か ん

境
きょう

の整備
せ い び

3
安心
あん しん

して暮
く

らせる環境
かんきょう

の整
せ い

備
び

1

安心
あ ん し ん

して教育
き ょ う い く

・子育
こ そ だ

ての支
し え

援
ん

を受
う

けられる環境
かんきょう

の整
せ い

備
び

（３）プランの体
　たい

系
けい

基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

いろんな文化
ぶ ん か

が響
ひ び

きあう　一人
ひ と り

ひとりが笑顔
え が お

でいられるまち　湖南
こ な ん

2
だれもが安心

あ ん し ん

・安全
あ ん ぜん

に暮
く

らすための生活
せ い か つ

支援
し え ん

2

日本
に ほ ん

語
ご

および文化
ぶ ん か

・慣習
かん しゅう

についての学習
が く し ゅ う

機会
き か い

の

提供
ていき ょ う

基本
き ほ ん

の柱
はしら

施策
し さ く

の方向
ほ う こ う

1 わかりやすい情報
じ ょ うほ う

提供
ていきょう

1

交流
こ うり ゅ う

と理解
り か い

の促進
そ く し ん

のた

めのコミュニケーション

支援
し え ん

15 
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第４章 多文化共生施策の展開                                           1 

１．交流と理解の促進のためのコミュニケーション支援  2 

成果指標 
基準値  

〔令和２年度〕 

目標値（案） 

〔令和７年度〕 

広報こなん「やさしい日本語」版の記事の項目数の 

割合（通常版との比較） 
28％  30 34％ 

多言語通訳・相談の利用者数 7633 人 ７000 人 

日本語教室受講者数 119 人 150 143 人 

日本語指導ボランティア数 15 人 60 18 人 

（１）わかりやすい情報の提供 3 

 ≪現状と課題≫ 4 

湖南市は、県内で最も外国人比率の高いまちです。ブラジル、ペルーなど南米諸国からの外国人市民が多5 

くを占めますが、東南アジアからの外国人市民が増加傾向にあります。東南アジアからの外国人市民は、平6 

成 28 年（2016年）に外国人市民の人口約 10％に過ぎませんでしたが、令和 3年（2021 年）ではその7 

割合が約 23%になっています。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により外国人市民の転入者数が想定8 

より少ないものの、平成 29 年（2017 年）頃から東南アジア出身の外国人市民が急増しています。からの9 

外国人人口が増えてきています。 10 

  現在、東南アジア出身からの外国人市民については、技能実習制度による来日が多く、その多くが殆どの11 

場合は働いている企業の担当者を伴っての来庁となっています。企業の方を伴っての来庁も多く、窓口業務12 

等に及ぼす影響は限定的ですが、今後更なる増加傾向が続いた場合の対応についても検討影響等にも留意し13 

ておく必要があります。 14 

こうした状況の中で湖南市では、相対的に南米諸国からの外国人市民が多いことから、平成 22年(201015 

年)５月作成の「外国人への情報提供に係る多言語化等の方針」を基に、市役所の必要性の高い部署には、外16 

国人市民比率の最も高いポルトガル語通訳者を配置しています。また、通訳者だけに頼ることなく、市職員17 

に対しては「やさしい日本語」の普及の啓発をしたり、市公式ホームページについては令和元年（2019 年）18 
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７月から自動翻訳による多言語サービスを提供しています。 1 

そして、外国人市民に対する相談体制の強化を目的に、法務省出入国在留管理庁の「外国人受入環境整備2 

交付金」を活用して令和２年（2020年）３月に市内１１か所に「湖南市一元的外国人相談窓口」を整備し、3 

日々の通訳及び相談に応じています。さらに、令和３年（2021 年）４月から市公式アプリでもＩＣＴを活4 

用した機械自動翻訳により英語、中国語、ポルトガル語、韓国語での情報発信を行っています。 5 

しかし、外国人市民が日本で暮らすにあたっては、育児、教育、税金、介護など生活者として多様な課題6 

が生じ、複雑な制度の仕組みなどを常に通訳者を通じて伝えることには限界があるため、生活オリエンテー7 

ションの強化が求められます。 8 

今後も引き続き、多様な外国人市民が情報弱者とならないように、通訳や翻訳を通して正確でわかりやす9 

い情報提供を行っていく必要があります。そして、あらゆる場所において「やさしい日本語」を普及させ、日10 

本人市民と外国人市民がお互いに話している内容を理解しようとする姿勢を持つことが大切です。 11 

 12 

≪重点的な取組≫ 13 

 ・「やさしい日本語」の普及と活用促進 14 

 ・ICT によるコミュニケーションの充実。 15 

・広報紙・ホームページ・案内版等生活情報の多言語化の推進 16 

 ・通訳及び「やさしい日本語」による正確でわかりやすい情報提供の推進 17 

 18 

≪施策・取組≫ 19 

施策 取組内容 担当課 

① 多言語による行

政・生活情報の

提供 

行政・生活情報については、「やさしい日本語」や多言

語による情報提供を行います。 

全課 

外国人市民向け情報誌コーナーを設置します。 

人権擁護課 

市民課 

市公式ホームページやアプリ、メール配信については、 秘書広報課 
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ICT を活用した自動翻訳による多言語サービスを提供

します。 

人権擁護課 

公共施設利用案内は「やさしい日本語」や多言語による

作成を推進します。 

全課 

② 安心して相談で

きる環境の整備 

一元的外国人相談窓口の運営により、各窓口をがＩＣＴ

を活用したウェブ会議システムで繋ぎ、通訳者がいない

部署でも通訳者を介した相談に対応します。また、自動

翻訳機を設置し、多言語にも対応します。 

人権擁護課 

行財政改革推進課 

総務課 

必要性の高い部署に通訳者を配置します。 人事課 

「翻訳・通訳等にかかる業務手引き」を徹底し、通訳職

員の質を向上確保します。 

人権擁護課 

人事課 

③「やさしい日本語」

の活用促進 

市役所窓口における「やさしい日本語」の活用に努めま

す。 

全課 

市広報誌紙「広報こなん」やさしい日本語版の作成を行

い、効果的な周知に努めます。 

人権擁護課 

秘書広報課 

④多言語案内表示の

普及 

公共施設において、案内表示を作成する際には、ふりが

な・ローマ字・ポルトガル語併記、ピクトグラム（図記

号）等を活用し多言語化の普及に努めます。 

全課 

⑤様々な主体との連

携による情報提

供 

国際協会や地域、企業等と連携し、広報・ホームページ

などを通じて、外国人市民への情報提供の充実に努めま

す。 

人権擁護課 

地域創生推進課 

商工観光労政課 

⑥生活に関するオリ

エンテーション

の実施 

転入者用の配布物については、市民として生活していく

上で必要な情報を提供するとともに、国際協会や地域、

企業等と連携し外国人市民への生活オリエンテーショ

人権擁護課 

市民課 

税務課 
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ンを行います。 環境政策課 

危機管理・防災課 

（２）日本語および文化・慣習についての学習機会の提供 1 

≪現状と課題≫ 2 

日常生活レベルの日本語を話すことや聞くことが可能な外国人市民はいますが、まだ日本語があまりわから3 

なかったり、読み書きが難しかったりする人たちも数多く難しいという人もいます。そのため、地域住民との4 

コミュニケーションが図れない、生活に必要な知識や情報を得られない、必要な行政サービスを受けられない、5 

住民としての義務を果たせないなど様々な課題問題が生じています。 6 

 湖南市では、外国人市民が主体的に地域社会に参画し、安心安全な生活ができるよう、湖南市国際協会主催7 

の日本語教室を実施しています。夜間の教室は、少人数のグループに分かれ、ボランティアの方が指導を行っ8 

ています。前期（4 月から 7 月）と後期（9 月から 12 月）の夜間に行い、教室の修了と同時に交流会を設け、9 

外国人市民と地域をつなぐ役割も担っています。また、マンツーマンによる昼間の教室も設けています。日本10 

語教室の受講者はびわこ日本語ネットワーク（ＢＮＮ）を通じた地域日本語ネットワーク活動へのスピーチ大11 

会にも参加しています。 12 

 そのほか、新聞や雑誌の記事などを教材にし、日本語を学ぶ場を提供している団体もあります。 13 

湖南市国際協会による日本語教室では、様々な国籍の外国人市民が受講しますが、様々な事情により途中 14 

で教室に通えなくなることがあります。今後、課題を整理して、各々のライフステージにあったこのことを改15 

善するにはより有効なプログラムを組む必要があります。 16 

また、令和元年（2019年）6月に「日本語教育の推進に関する法律」が成立し、外国人市民の方や外国に17 

ルーツを持つ子どもをはじめ、日本語教育に関して国と自治体の責任が示されました。 18 

 これを踏まえ、日本語教室の運営には指導者が欠かせないことから日本語指導ボランティア講座の実施を 19 

継続するとともに、外国人市民のニーズに応じた日本語および文化・慣習学習機会日本文化（生活文化を含 20 

む）を学習する機会の提供に努めます。 21 

  22 

 23 
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≪重点的な取組≫ 1 

・学習レベル・年代等ライフステージに応じた日本語教室の開催 2 

・日本語ボランティア指導者の養成 3 

≪施策・取組≫ 4 

施策 取組内容 担当課 

① 日本語や日本文

化を学ぶ機会の

提供 

国際協会や企業などと連携し、学習者のニーズに応じた

参加しやすい日本語教室を開催します。また、日本の習

慣慣習や食文化を学ぶ機会の提供を行います。 

人権擁護課 

商工観光労政課 

② 日本語指導ボラン

ティアの養成 

国際協会の協力のもと、日本語指導ボランティア養成講

座を行います。 

人権擁護課 

  5 
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２．だれもが安心・安全に暮らすための生活支援  1 

成果指標 
基準値 

〔令和２年度〕 

目標値（案） 

〔令和７年度〕 

外国人市民を対象とした防災に関する講座の開催 ３回／５年 

３回（５年） 

１回／年 

外国人市民を対象とした緊急通報訓練の開催 ７回／５年 

10 回（５年） 

１回／年 

多文化共生をテーマとした研修を行った企業数 ９企業 1110 企業 

起業を考える外国人市民への説明会 ― ２回／年 

（１）安心して教育・子育ての支援を受けられる環境の整備 2 

≪現状と課題≫ 3 

 保護者の仕事や家庭の都合により出入国を繰り返す子どもや、日本で育った外国にルーツを持つ子どものな4 

かには、母語も日本語も十分に理解できない人がいます。また、夜間も保護者父母が働きに出ているため、親5 

子が会話をする機会が少なく、日常を日本語で過ごす子どもは家庭内で母語を習得することができません。こ6 

のため、父母と共通言語でのコミュニケーションが取れないなど、家庭内に問題を抱えてしまう場合もありま7 

す。定住化が進むなかでは、日本語が話せる子どもと話せない子どもとでは、将来就職する際に大きな差が出8 

てくることも考えられるため、教育・子育ての場における課題解決のための取組は重要なものとなっています。 9 

 湖南市では、外国にルーツを持つ子どものアイデンティティの確立と、自らのルーツと現在の自分に自信が10 

持てるような取組に力を入れています。また、「湖南市学校・園人権教育基底プラン」に基づき、「外国人の人11 

権」に関する学習を行っています。 12 

学校においては、外国語による就学指導のほか、日本語指導が必要な子どもが安心して学習活動に参加し、13 

生活ができるよう、日本語の基礎および日本の文化を教える日本語初期指導教室「さくら教室」や、日本語支14 

援の必要な外国人市民の親子を対象とした学習支援「すまいりー事業」を実施しています。また、市内小・中15 

学校で外国人市民の子どもの交流会を行い、子ども同士がつながることのできる取組を行っています。 16 

保護者に向けては、日本の教育制度に対する不安を解消し、理解を促進するため、保護者会の開催や、小・17 

中学校における義務教育に関する個別相談を随時行っています。また、湖南市少年センターにおいても、就学18 
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や就労などの進路相談、家庭への支援などを行っています。 1 

一元的外国人相談窓口を保健センター内にも設置することにより、外国人市民も安心して福祉サービスや児2 

童虐待などの相談もできるようになりました。 3 

多様な文化背景を持つ外国にルーツを持つ日本で生まれた外国人の子どもたちが自分らしく生き、社会貢献4 

のできる人材に育つためには、地域全体で多文化共生の施策促進も必要なため、より幅広く連携を取って取組5 

を行っていきます。 6 

 7 

≪重点的な取組≫ 8 

 ・関係課や関係機関との連携による相談体制の確立 9 

・外国にルーツを持つ子どもやその保護者に対する進学のための情報提供 10 

・学校での受入体制の整備など、就学に向けた取組の推進 11 

・学校における「外国人の人権」について学ぶ機会の確保 12 

≪施策・取組≫ 13 

施策 取組内容 担当課 

①外国人児童生徒等

支援員や翻訳機器等

の配置 

子どもやその保護者等との円滑なコミュニケーションが図

れるよう、外国人児童生徒等支援員や翻訳機器等の配置をし

ます。 

学校教育課 

人事課 

②日本語支援の必要

な子どもへの学習支

援 

日本語初期指導教室「さくら教室」と、日本語支援の必要な

外国人市民の親子を対象とした夏期休業期間中の学習支援

「すまいりー事業」を引き続き実施します。また、通訳が必

要な子どもに対し、通訳者が市内小・中学校を巡回し、通訳

および学習支援を行います。 

学校教育課 

③外国人にルーツを

持つ子どもの教育に

ついての情報交換 

日本語教室窓口担当者連絡会を開催し、小・中学校の外国に

ルーツを持つ子ども人児童生徒を担当する教員などを対象

に、日本語指導や適応指導における現状と課題、指導のあり

学校教育課 
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 1 

 2 

方などについての情報交換や研修会を行います。 

④子どもへの国際理

解教育の推進・外国

人の人権についての

学習機会の確保 

園や学校給食に様々な国の献立を取り入れ、食による国際理

解教育を行います。 

教育総務課 

健康政策課 

アメリカ合衆国セントジョンズ市と湖南市の子どもとの絵

画交流を行い、国際交流への関心を促します。 

地域創生推進課 

国籍や民族などが違っても、互いを認め合い、人権を尊重で

きるような人材の育成をめざし、小・中学校における人権学

習を行います。 

学校教育課 

⑤外国にルーツを持

つ子どもや保護者に

対する就学支援 

外国にルーツを持つ子どもやその保護者に対し、義務教育や

進路に関する就学相談を行います。また、市内小・中学校で

外国にルーツを持つ子どもの保護者会や個別懇談会を開催

します。日本の教育制度への理解を深め、高等学校へ進学し

卒業できるよう具体的な情報提供や個別相談を行います。 

学校教育課 

幼児施設課 

⑥地域などにおける

外国にルーツを持つ

子どもへの支援体制

の確立 

地域などにおける外国にルーツを持つ子どもへの日本語指

導や学習支援、母語教育などの支援を行います。また、支援

に取り組む団体との情報交換を行い、学校教育との連携に努

めます。 

学校教育課 

⑦外国人の人権につ

いての学習機会の確

保 

国籍や民族などが違っても、互いを認め合い、人権を尊重で

きるような人材の育成をめざし、小・中学校における人権学

習を行います。 

学校教育課 

⑦⑧外国にルーツを

持つ子どもの就学前

の教育等に係る情報

提供 

保育園や幼稚園、認定こども園の保護者に対し、入園に関

する相談や情報提供を行います。特に就学を控えた４～５

歳児クラスに該当する児童には市から積極的な案内と説明

を行います。 

幼児施設課 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

（２）安心して働くことのできる環境の整備 17 

≪現状と課題≫ 18 

湖南市では、外国人市民の労働者の多くが派遣社員や契約社員として主に製造業の現場などで働いており、19 

短期間で転職することが少なくありません。また、雇用形態が正社員でない場合が多いことから、契約期間満20 

了等による雇用契約の終了により、就労が継続できない場合もあります。その時は電気やガスが止められ、会21 

社の借り上げ社宅からの退去を余儀なくされるといった相談事例もあります。また、日本語能力が十分ではな22 

い場合は、失業後、再就職がスムーズにできないことがあります。 23 

外国人市民が安心して日本で働き続けるために、市の役割としてハローワークと連携しつつ外国人市民に雇24 

用に関する情報提供をすることや、外国人市民を積極的に採用する企業と連携することの結び付けが求められ25 

ます。 26 

仕事に必要な日本語の習得や資格取得のためには、企業等の協力を得ながら、それらを学ぶ機会の提供が必27 

要です。企業側にも継続的に啓発を行います。  28 

外国人市民が働くことについて悩んだ時、自分でどこに相談すれば良いか分からないケースが多いうえ、伴29 

走的な支援がも多く求められることもあります。相談体制づくりや一般就労に就くため、計画的かつ一貫して30 

支援する就労準備の支援事業の立ち上げが必要です。さらに、起業を考えている外国人市民への情報提供や多31 

様な働き方についての情報提供も求められます。 32 

【コラム③】 グローバル人材（２言語話者）について 
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≪重点的な取組≫ 1 

・外国人市民を対象とした職業能力開発のための情報提供                                       2 

・企業との連携による外国人市民の労働者や技能実習生の適正雇用の推進および多文化共生への理解促進 3 

≪施策・取組≫ 4 

施策 取組内容 担当課 

① 労働に関する情

報提供・相談 

職業能力開発や労働関係についての情報提供を行いま

す。また、相談内容に応じての際には「やさしい日本語」

や多言語での対応に努めます。 

商工観光労政課 

合同就職面接会では、外国人市民の雇用に積極的な企業

の参加を働きかけます。また、外国人市民に情報が届く

よう国際協会等と連携し、周知に努めます。 

商工観光労政課 

障がいのある人や、ひとり親世帯の保護者、生活に困窮

している等の外国人市民に、「チャンスワークこなん」を

通じた求人情報の提供、職業相談、職業紹介を行います。 

商工観光労政課 

福祉政策課 

新たに事業を開始する外国人市民方から相談があった際

は、商工会をはじめとした支援団体と連携し、情報提供

に努めます。 

商工観光労政課 

②企業に対する多文化

共生推進のための啓発 

企業訪問などを活用し、多文化共生や外国人市民の労働

者の適正雇用に関する啓発を推進します。 

人権擁護課 

商工観光労政課 

 5 

（３）安心して暮らせる環境の整備 6 

≪現状と課題≫ 7 

日本に居住する外国人市民が妊娠・出産し、子育てをする際、多くは出身国と日本との出産・育児に係る制8 

度の違いに戸惑いを感じ、情報を十分に得にくい現状にあります。他にも日本の制度が出身国になかったり、9 

出身国での常識が日本では非常識と思われたりすることなど、その違いによって支援する側も支援される外国10 
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人側も相互理解が図れずに困惑することは少なくありません。 1 

健康保険等の社会保険については、日本語の理解不足や出身国との制度の違いから、十分に理解できず、加2 

入していない場合もあります。そのため、外国人市民やその家族が病気やけがをしても、無保険であることか3 

ら、医療機関での受診が遅れたり、治療費が未払いになったりすることもあります。保険制度についてのわか4 

りやすい説明と、加入が義務であるということを理解してもらう必要があります。 5 

 外国人市民の滞在期間の長期化定住化、多国籍化が今後ますます進むと思われることから、生活に関する様々6 

な相談窓口での連携の必要性が増し、湖南市では、令和２年（2020年）３月より一元的外国人相談窓口を設7 

置し相談に対応しています。「やさしい日本語」や情報の多言語化を推進し、外国人市民が情報弱者にならない8 

よう努めています。 9 

外国人市民といえば、「労働者」として扱われることが多く見受けられますが、共に生活する「生活者」とし10 

ての側面にも目を向け増加してきている外国人市民、安心して暮らせる環境や地域の受入れ環境の整備が求め11 

られます。外国人市民に対する行政サービス提供体制の整備、ユニバーサルデザインの考え方に基づき誰もが12 

住みやすい街づくりを目指します。そのため、外国人市民も様々な公共的な場所を安心・安全かつ、快適に利13 

用できることが必要です。 14 

 例えば、外国人市民が住宅へ入居する際には、外国人市民であることを理由に不当に入居を拒否される実態15 

もあり、不動産関係者や地域全体で文化や習慣の違い等に対する理解や人権啓発を進めていく必要があります。 16 

また、外国人市民が日本で部屋を借りる際、母国にはない海外の殆どが敷金・礼金・更新料、保証人を求め17 

るという日本独自の制度やについて、契約に至るまでの事務手続きに大きなストレスを抱えることが少なくあ18 

りません。外国人市民への賃貸契約に伴う不安に配慮し、スマートフォン等で使える高精度の翻訳アプリの普19 

及化によるコミュニケーション上の課題の軽減に合わせて、心のバリアを低くするのは課題です。 20 

医療についても、外国人市民誰もが安心して医療をが受けられる仕組みが必要は今後の課題です。 21 

湖南市では、4 つの公設の診療所があり、それぞれが地域の公的高度医療機関や民間医療機関との連携のも22 

とに地域医療を推進しています。しかし、医療に使われる専門用語の理解が困難なため、外国人市民が自分の23 

症状を的確に伝えられないことがあり、場合によっては生命に関わる課題となることが考えられます。これら24 

を踏まえ、外国人市民が医療を適切に受けることができるよう、医療通訳の配置整備も早急中・長期的に検討25 

する必要があります。令和３年９月現在、甲賀病院が医療通訳者の配置などを行っていますが、「かかりつけ医」26 
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の概念を外国人市民に啓発することが求められます。 1 

 また、定期的に健康診断を受信し、体調に不安を感じたら早めにかかりつけ医に相談するよう、健康診断・2 

定期健診や健康講座等を行う際、外国人市民も参加できるよう通訳サービスを提供し、常に健康づくり・健康3 

維持の大切さを多言語で呼びかける必要があります。 4 

 5 

≪重点的な取組≫ 6 

・市営・県営住宅に関する多言語情報の提供 7 

・住宅の貸付・購入などに関する多言語情報の提供 8 

・医療機関の情報に関する多言語情報の提供 9 

・妊婦・就学前の乳幼児のいる家庭への多言語情報の提供及び支援 10 

 11 

≪施策・取組≫ 12 

施策 取組内容 担当課 

① 居住支援に関す

る情報提供、啓発 

市営住宅や他の公営住宅についての情報提供や相談について

は、「やさしい日本語」を使った窓口対応に努めます。 

住宅課 

外国人市民の入居差別がおきないよう、啓発を通して異文化

の違い等に対する理解を促進します。 

人権擁護課 

②医療・保健・福祉に

関する情報提供 

医療・保健・福祉に関する制度は多言語での情報提供を行い

ます。また、市立の診療所では、外国人市民の利用状況等を

分析した上で、医療通訳の配置やＩＣＴ機器の導入も含めた

情報提供のあり方を検討します。 

人権擁護課 

地域医療推進課 

健康政策課 

保険年金課 

福祉政策課 

社会福祉課 

 13 

（４）安全に暮らすための災害時の支援体制の整備 14 

 ≪現状と課題≫ 15 

災害時における外国人市民の迅速な避難を実現するためには、まずは外国人市民自身が日本の災害について16 
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関心を持ち、学習や体験をすることが重要です。またしかし、地震や台風、さらには感染症などの複合自然災1 

害をの母国で経験することが少ないことから、防災に対する意識が低く、防災訓練への参加や緊急時への備え2 

が十分できていない外国人市民もいます。 3 

今後はますます、外国人市民に対する情報提供や学習機会の提供が必要となると考えられます。また、災害4 

発生時には、外国人市民は言語や文化、習慣などの違いから、必要な情報の入手や避難所生活などにおいて、5 

日本人市民以上に様々な困難に直面することが予想されます。このため、防災知識の普及・啓発や関係機関の6 

連絡体制の整備、災害時の情報提供のほか、避難所における異文化対応や生活再建支援制度の周知など、外国7 

人市民を対象とした災害対策が求められますので。地域で行われている防災訓練等に外国人市民を巻き込んだ8 

訓練を行う必要があります。 9 

外国人市民に対しては、まず「自助」の視点での啓発が必要となりますが、地域防災の強化のため、今後は10 

「共助」の担い手としての活躍も期待されます。地域防災計画にのっとり、関係機関・企業などと連携した啓11 

発などの取組が必要となります。 12 

 13 

 ≪重点的な取組≫ 14 

・外国人市民の防災意識の高揚 15 

・災害時や感染症流行時の迅速な情報発信の仕組みづくり 16 

≪施策・取組≫ 17 

施策 取組内容 担当課 

① 防災に関する情

報の提供 

「やさしい日本語」や多言語等での防災情報の提供に努め

ます。 

危機管理・防災課 

②外国人市民の防災

意識の高揚 

地域、企業、学校等と連携し、外国人市民に対する防災学

習を行います。 

危機管理・防災課 

人権擁護課 

商工観光労政課 

学校教育課 

③防災の担い手とし

ての外国人市民の参

画促進・育成 

地域や企業と連携し、外国人市民と日本人市民の合同訓練

に取組み、防災リーダーとなる外国人市民の育成を行いま

す。 

危機管理・防災課 

人権擁護課 

商工観光労政課 
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④災害、感染症流行

時の体制整備 

災害発生や感染症流行時について、湖南市の実情に合った

システム構築情報発信の仕組みづくりに努めます。 

人権擁護課 

危機管理・防災課 

健康政策課 

 1 

 2 
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３．国籍にかかわらず、一人ひとりが協力して進める活力ある多文化共生の地域づくり  1 

 2 

成果指標 
基準値 

〔令和２年度〕 

目標値 

〔令和７年度〕 

多文化共生に関する研修会の参加人数の実施 

１回／年 

４６人 

２回／年 

５５人 

外国人市民の子ども向けの母語教室の修了者数 232 人（5年） 278 250 人（5年） 

 （１）多文化共生社の地域づくりのための意識啓発 3 

  ≪現状と課題≫ 4 

湖南市では「人権まちづくり会議 外国人の人権部会」や市内 43の各区で行う「人権まちづくり懇談会」で 5 

は、多文化共生の学習や地域における課題についての意見交換等を行っています。 6 

多文化共生社会の実現のためには、外国人市民と日本人市民が互いの文化や習慣を認め合いながら、「共」に7 

新しい湖南市の暮らしを「生」み出していく「共生」が必要となります。このことから、ここで暮らす外国人8 

市民と日本人市民の双方が異文化理解を深めるための取組が必要です。 9 

多文化共生の地域づくりの為には、お互いが自然な形で話し合ったり、付き合ったりすることが大切です。10 

あいさつを交わすことから相手との距離を縮めませることが可能です。例えば、湖南市国際協会主催の「ワー11 

ルドフェスタこなん」等に参加をすることにより、自然な形で日本語や文化に慣れていくことができます。 12 

新型コロナウイルス感染症の影響から、現在は人が集うイベントの在り方が課題ですが、数多く見受けられ13 

る「日本人市民が多く参加するものには外国人市民が少なく、外国人市民が多く参加するものには日本人市民14 

が少ない」傾向を減らすことから始める必要があります。外国人市民と同じ地域で生活する中で大切なことは、15 

お互いに少し勇気を出して歩み寄るまずは参加をすることで相互の理解が進み、協働による多文化共生・ダイ16 

バーシティのある地域づくりに繋がります。 17 

さらに、母語や母国の文化を学習し、家庭におけるコミュニケーション不足の解消や自らのルーツを学びな18 

がら地域コミュニティとのつながりを深める子ども向けの母語教室を行い、将来多文化共生の地域づくりのた19 

めの日本人市民と外国人市民をつなぐコーディネーターや、また両方の立場のオピニオンリーダーといったキ20 

ーパーソンとなる人材を育成していきます。 21 

 22 
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≪重点的な取組≫ 1 

・外国語や外国文化を学ぶ機会の提供 2 

・外国人の人権についての学習機会の確保、不当な差別的言動の解消 3 

・学校、地域、国際協会などの連携による外国にルーツを持つ子どもへの日本語指導や学習支援、母語教育、4 

居場所づくり 5 

 6 

≪施策・取組≫ 7 

施策 取組内容 担当課 

①多文化共生社会づ

くりへの意識啓発、

不当な差別的言動の

解消 

「うちなる国際化フォーラム」の開催など多文化共生の社

会づくりに向けた研修・啓発を行います。 

人権擁護課 

特定の民族や国籍の人々に対し不当な差別的言動が生じ

ないよう「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消

に向けた取組みの推進に関する法律」（ヘイトスピーチ解

消法）の啓発に努めます。また相談があった際は関係団体

と連携して対応します。 

人権擁護課 

多文化共生に関する書籍や外国語の図書を収集し、テーマ

展示を行うなどして啓発を行います。 

図書館 

②キーパーソンの育

成 

「人権まちづくり会議」への外国人市民の参加を促進しま

す。また、外国人市民の子ども向けの母語教室を行います。 

人権擁護課 

 

② ③多文化共生の

場づくり 

地域や湖南市国際協会などと協力し、日本人と外国人が気

軽に集い、交流できる場づくりを行います。 

人権擁護課 

地域創生推進課 

日本人市民と外国人市民が交流できるイベントなどの情

報について、湖南市や国際協会のホームページやフェイス

ブック、地域の広報紙などを活用し、情報提供を行います。 

人権擁護課 

地域創生推進課 

 8 
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（２）地域活動における社会参画支援、連携・協働による地域活性化の推進 1 

≪現状と課題≫ 2 

湖南市では、転入時に配布する「転入セット」の中に多言語の「区・自治会への加入案内」があり、自治会3 

への加入促進を行っています。自治会はその活動内容は様々ですが、お互いに助け合う「共助」のもとに、隣4 

近所での助け合い、負傷者の救出、消火活動の協力、要配慮者の支援などが行われています。自治会に加入す5 

ることで、隣近所の方とお互いに顔や名前の分かる関係になり、災害直後の救助や避難活動もスムーズになる6 

といったメリットがあります。 7 

しかし、外国人市民には、自治会へ加入するメリットが理解しにくくしなければならないという意識が低い8 

と考えられます。また、加入していても、言葉などの違いから、日本人市民も外国人市民もお互いにどのよう9 

に接して良いか分からず、一緒に地域活動に取り組むのは難しい状況にあります。さらに、日本の自治会に馴10 

染みのない外国人市民は、自治会加入をはじめ草刈りなどの地域行事への参加方法がよく分からないこともあ11 

り、地域とのつながりを築きにくい現状があります。 12 

外国人市民が自立し、日本の社会で生活していく為には、生活の安定に加え、社会の一員としての役割を担13 

うことが求められます。日本人市民は外国人市民を同じ地域で暮らすパートナーとして受け入れるとともに、14 

外国の文化や生活習慣を理解しながら一緒に地域づくりをしていく事が大切です。 15 

その一方、外国人市民は地域の構成員として、地域のルールを守り、義務を果たしながら、地域活動に積極16 

的に参画し、日本人市民との交流を図るなど、地域社会を共に築く努力が必要です。 17 

 また、既に市内で活躍されている外国人市民も多数おりられ、今後も活力あるまちづくりのけん引役として18 

期待されることから、市や湖南市国際協会と連携しながら市民全体に発信していきます。 19 

 20 

 ≪重点的な取組≫ 21 

・担い手となる外国人市民キーパーソンの育成 22 

・母語・母文化支援への取り組み 23 

・外国人市民の意見を反映する機会の充実  24 

 25 

 26 
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≪施策・取組≫ 1 

施策 取組内容 担当課 

①外国人市民の社会

活動への参加促進 

外国人市民が地域活動等に参加しやすい環境をつくりま

す。また、様々な分野で外国人ボランティアが能力を発揮

できるような仕組みをつくります。 

人権擁護課 

②多様性を生かした

地域づくり 

外国人市民から言葉や文化、知識などを学ぶ機会を設け、

外国人市民が意見や提案をしやすい環境を整えます。 

人権擁護課 

地域創生推進課 

③地域で活躍する外

国人市民の情報提供 

市や湖南市国際協会の広報・ホームページなどを活用し、

積極的にボランティア活動に取り組む人やグループ、地域

や企業で活躍する人など外国人市民に関する情報発信を

行います。 

人権擁護課 

地域創生推進課 

秘書広報課 

商工観光労政課 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

  11 

【コラム④】 地域（自治会）の役割について 
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第
だい

５章
しょう

 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

の推進
すいしん

                                           1 

１．施
し

策
さく

の担
にな

い手
て

（各
かく

主
しゅ

体
たい

の役
やく

割
わり

）  2 

   多文化共生
たぶんかきょうせい

施策
し さ く

は地域
ち い き

社会
しゃかい

の生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

におよぶ幅広
はばひろ

い分野
ぶ ん や

にわたるため、多文化共生
たぶんかきょうせい

を着実
ちゃくじつ

に推進
すいしん

して3 

いくためには、様々
さまざま

な担
にな

い手
て

が、それぞれの役割
やくわり

を果
は

たしつつ、連携
れんけい

・協働
きょうどう

を積極的
せっきょくてき

に図
はか

りながら取
と

り組
く

4 

んでいく必要
ひつよう

があります。 5 
 6 

【市民
し み ん

の役割
やくわり

】 7 

日本人
に ほ んじ ん

市民
し み ん

は、外国
がいこく

の文化
ぶ ん か

や生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

などの理解
り か い

に努
つと

め、外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

を対等
たいとう

な仲間
な か ま

・パートナーとして8 

受
う

け入
い

れるとともに、交流
こうりゅう

を深
ふか

めることが求
もと

められます。また外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

も地域
ち い き

や職場
しょくば

に溶
と

け込
こ

み、その9 

一員
いちいん

として主体的
しゅたいてき

に活躍
かつやく

することが求
もと

められます。全
すべ

ての市民
し み ん

が国籍
こくせき

や民族
みんぞく

などの違
ちが

いを生
い

かしながら支
ささ

10 

え合
あ

い助
たす

け合
あ

える寛容
かんよう

なやさしい社会
しゃかい

づくりのためには、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの協 力
きょうりょく

小
ちい

さな貢
こう

献
けん

が不可欠
ふ か け つ

で11 

す。 12 
 13 

【地域
ち い き

コミュニティの役割
やくわり

】 14 

区
く

・自治会
じ ち か い

やまちづくり協議会
きょうぎかい

といった地域
ち い き

コミュニティは外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

住民
じゅうみん

にとって最
もっと

も身近
み ぢ か

な存在
そんざい

15 

になるよう努
つと

めることが大切
たいせつ

ですならなければなりません。ほかの住民
じゅうみん

と交流
こうりゅう

し、協働
きょうどう

していく関係
かんけい

づ16 

くりを進
すす

めることが重要
じゅうよう

です。共
とも

に同
おな

じ地域
ち い き

に暮
く

らす市民
し み ん

住民
じゅうみん

として、お互
たが

いの文化
ぶ ん か

的
てき

背景
はいけい

や考
かんが

え方
かた

な17 

どの相互
そ う ご

理解
り か い

が促進
そくしん

できるよう、交流
こうりゅう

する場
ば

を設
もう

けるなど、多文化共生
たぶんかきょうせい

の地域
ち い き

づくりを推進
すいしん

することが求
もと

18 

められます。 19 
 20 

【国際協会
こくさいきょうかい

の役割
やくわり

】 21 

国際協会
こくさいきょうかい

は、地域
ち い き

にある様々
さまざま

な活動
かつどう

主体
しゅたい

市
し

と市民
し み ん

や区
く

・自治会
じ ち か い

、企業
きぎょう

、各種団体
かくしゅだんたい

とをつなぐ中間
ちゅうかん

支援
し え ん

組織
そ し き

22 

として、日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

や外国語
が い こく ご

教室
きょうしつ

の開催
かいさい

や異
い

文化
ぶ ん か

交流
こうりゅう

の場
ば

の提供
ていきょう

など地域
ち い き

の国際化
こ く さい か

の中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を23 

担
にな

うことが期待
き た い

されています。また、その活動
かつどう

を通
とお

して地域
ち い き

のキーパーソンの発掘
はっくつ

やネットワークの構築
こうちく

に24 

努
つと

めることも期待
き た い

されます。特
とく

に外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

と日本人
に ほ んじ ん

市民
し み ん

が双方向
そうほうこう

の提案
ていあん

ができる取組
とりくみ

がさらに進
すす

められ25 

ることが求
もと

められています。 26 
 27 

【人権
じんけん

まちづくり会議
か い ぎ

の役割
やくわり

】 28 

人権
じんけん

まちづくり会議
か い ぎ

では「外国
がいこく

人
じん

の人権
じんけん

部会
ぶ か い

」を設
もう

け、外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

に対
たい

する偏
へん

見
けん

や差
さ

別
べつ

について、解消
かいしょう

29 

するための積極的
せっきょくてき

な人権
じんけん

学習
がくしゅう

の機会
き か い

の提供
ていきょう

と啓発
けいはつ

活動
かつどう

の実施
じ っ し

が求
もと

められています。 30 

また、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

りながら人権
じんけん

尊重
そんちょう

のまちづくりのための取組
とりくみ

を進
すす

めるなかで、外国人
がいこくじん

市民
し み ん

31 

住民
じゅうみん

の思
おも

いに寄
よ

り添
そ

った取組
とりくみ

がさらに求
もと

められます。 32 
 33 

【企業
きぎょう

の役割
やくわり

】 34 

外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

の労働者
ろうどうしゃ

を雇用
こ よ う

している企業
きぎょう

は、労働
ろうどう

基準法
きじゅんほう

、最低
さいてい

賃金法
ちんぎんほう

、労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

など労働
ろうどう

関係
かんけい

法令
ほうれい

35 

を遵守
じゅんしゅ

し、企業
きぎょう

としての社会
しゃかい

的
てき

責任
せきにん

を果
は

たすことが求
もと

められるとともに、安心
あんしん

して就労
しゅうろう

できる環境
かんきょう

づく36 

りを整えるのための家庭
か て い

支援
し え ん

にも配慮
はいりょ

することが必要です求
もと

められます。また、外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

の労働者
ろうどうしゃ

に対
たい

し37 

の日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

や、生活
せいかつ

オリエンテーションの機会を提供するなど日本
に ほ ん

社会
しゃかい

への適応
てきおう

を促進
そくしん

す38 

るための取組
とりくみ

も求
もと

められます。 39 

 40 
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【教育・保育機関の役割】 1 

学校や園で、異文化多文化への興味や関心を育んでいくことは重要であり、子どもたちが異文化に対し2 

てステレオタイプな理解にならず、多様性を受容して一つのイメージに凝り固まらず、他者への豊かな想3 

像力を育むことができる環境づくりが求められます。 4 

また、外国にルーツを持つ子どもが、バイリンガル（二言語話者）としての多言語能力を発揮し、高等5 

教育への進路保障や人生の多様な進路へと選択の幅を広げられる学校教育と、地域市の活性化の担い手と6 

なる将来像をイメージできるような教育環境の整備、進学・就職に関する支援体制の整備が求められます。 7 
 8 

【市
し

の役割
やくわり

】 9 

市
し

は市民
し み ん

にとって最
もっと

も身近
み ぢ か

な住民
じゅうみん

サービスを提供
ていきょう

する基礎
き そ

自治体
じ ち た い

です。そのため市民
し み ん

のニーズを把握
は あ く

10 

し、外国
がいこく

人
じん

市民
し み ん

も日本人
に ほ んじ ん

市民
し み ん

も共
とも

に笑顔
え が お

で安心
あんしん

、安全
あんぜん

な生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、庁内
ちょうない

の連携
れんけい

を密
みつ

に11 

しながら、必要
ひつよう

なサービスを積極的
せっきょくてき

に提供
ていきょう

することが求
もと

められます。 12 

  また、就労
しゅうろう

、教育
きょういく

、防災
ぼうさい

、医療
いりょう

・福祉
ふ く し

など広域的
こういきてき

課題
か だ い

については、県
けん

や近隣市町
きんりんしちょう

と連携
れんけい

しながら取組
とりくみ

を13 

進
すす

める必要
ひつよう

があります。 14 
 15 

【民間
みんかん

団体
だんたい

の役割
やくわり

】 16 

   地域
ち い き

の国際化
こ く さい か

における NPO やその他
た

の民間
みんかん

団体
だんたい

の果
は

たす役割
やくわり

の重要
じゅうよう

性
せい

はますます増
ま

してきています。17 

行政
ぎょうせい

区域
く い き

の枠
わく

を超
こ

えた、より柔軟
じゅうなん

で迅速
じんそく

な取組
とりくみ

や、団体
だんたい

の得意
と く い

分野
ぶ ん や

を生
い

かし、多分野
た ぶ ん や

でとの協働の推進18 

コラボレーションの展開
てんかい

など民間
みんかん

団体
だんたい

ならではの活躍
かつやく

が期待
き た い

されます。 19 

２．計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

  20 

多文化共生
たぶんかきょうせい

に関
かん

する施策
し さ く

は様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

にまたがるため、多文化共生
たぶんかきょうせい

推進
すいしん

の担当
たんとう

課
か

が中心
ちゅうしん

となり、庁内
ちょうない

の21 

全
すべ

ての課
か

と連携
れんけい

を取
と

りながら、施策
し さ く

の推進
すいしん

に取
と

り組
く

んでいきます。 22 

また、市民
し み ん

、地域
ち い き

コミュニティ、企業
きぎょう

、民間
みんかん

団体
だんたい

などとの協働
きょうどう

体制
たいせい

を強化
きょうか

し、計画
けいかく

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 23 

３．計画
けいかく

の管理
か ん り

と評価
ひょうか

  24 

本
ほん

計画
けいかく

をより実効性
じっこうせい

のあるものにするため、ＰＤＣＡサイクルに基
もと

づき、毎年度
ま い ねん ど

、進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を調査
ちょうさ

・25 

評価
ひょうか

したうえで見
み

直
なお

しを図
はか

ります。 26 

≪ＰＤＣＡサイクル≫ 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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（３）湖南
こ な ん

市
し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の推進
すいしん

に関
かん

する条例
じょうれい

 1 

 2 

湖南
こ な ん

市
し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の推進
すいしん

に関する
かん    

条例
じょうれい

 3 

 4 

（目的
もくてき

） 5 

第
だい

１条
じょう

 この条例
じょうれい

は、国籍
こくせき

、民族
みんぞく

等
など

の異なる
こ と    

人々
ひとびと

が、互い
たが  

の文化
ぶ ん か

を認め合い
みと   あ   

、人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、このまちの市民
し み ん

6 

としてその文化
ぶ ん か

や習慣
しゅうかん

の下
もと

で共
とも

に生
い

きていく多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の推進
すいしん

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

とする。 7 

（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 8 

第
だい

２条
じょう

 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の推進
すいしん

は、豊
ゆた

かで活力
かつりょく

あるまちづくりを進
すす

めるため、次
つぎ

に掲げる
かか    

事項
じ こ う

が必要
ひつよう

である9 

ことを旨
むね

として行
おこな

わなければならない。 10 

(1) 個人
こ じ ん

の尊厳
そんげん

が重んじられ
おも        

、個人
こ じ ん

の能力
のうりょく

を発揮
は っ き

する機会
き か い

が確保
か く ほ

されること。 11 

(2) 個人
こ じ ん

がこのまちの市民
し み ん

として地域
ち い き

社会
しゃかい

において主体的
しゅたいてき

に様々
さまざま

な活動
かつどう

が行
おこな

えるよう留意
りゅうい

されること。 12 

(3) 国際的
こくさいてき

な人権
じんけん

保障
ほしょう

の取組み
と り く み

が留意
りゅうい

されること。 13 

 （市
し

の責務
せ き む

） 14 

第
だい

３条
じょう

 市
し

は、前条
ぜんじょう

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に基づき
も と    

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

を推進
すいしん

するものとする。 15 

（推進
すいしん

計画
けいかく

） 16 

第
だい

４条
じょう

 市長
しちょう

は、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に実施
じ っ し

するため、地域
ち い き

の実情
じつじょう

を踏まえた
ふ    

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

17 

推進
すいしん

計画
けいかく

（以下
い か

「推進
すいしん

計画
けいかく

」という。）を定
さだ

めるものとする。 18 

２ 市長
しちょう

は、推進
すいしん

計画
けいかく

を定める
さ だ    

に当たって
あ    

は、あらかじめ広く
ひ ろ  

市民
し み ん

の意見
い け ん

を反映
はんえい

することができるよう措置
そ ち

を講
こう

19 

じるものとする。 20 

３ 市長
しちょう

は、推進
すいしん

計画
けいかく

を定めた
さだ    

ときは、これを公表
こうひょう

しなければならない。 21 

 （広報
こうほう

活動
かつどう

及び
およ  

調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

） 22 

第
だい

５ 条
じょう

 市
し

は、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

の推進
すいしん

に関する
かん    

市民
し み ん

の理解
り か い

を深める
ふか    

ために必要
ひつよう

な広報
こうほう

活動
かつどう

を行
おこな

うとともに、23 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

施策
し さ く

に資する
し   

ために必要
ひつよう

な調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

を行
おこな

うものとする。 24 

（その他
た

） 25 

第
だい

６条
じょう

 この条例
じょうれい

に定める
さだ    

もののほか、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の推進
すいしん

に関し
かん  

必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、別
べつ

に定める
さだ     

。 26 

   付
ふ

 則
そく

 27 

 この条例
じょうれい

は、公布
こ う ふ

の日
ひ

から施行
し こ う

する。 28 

29 
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（４）湖南
こ な ん

市
し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

プラン策定
さくてい

委員会
いいんかい

運営
うんえい

規則
き そ く

 1 

 2 

湖南
こ な ん

市
し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

プラン策定
さくてい

委員会
いいんかい

運営
うんえい

規則
き そ く

 3 

平成
へいせい

25年
ねん

３月
  がつ

28日
にち

 4 

規則
き そ く

第10号
だい  ごう

 5 

（趣旨
し ゅ し

） 6 

第
だい

１条
じょう

 この規則
き そ く

は、湖南
こ な ん

市
し

付属
ふ ぞ く

機関
き か ん

設置
せ っ ち

条例
じょうれい

（平成
へいせい

25年
ねん

湖南
こ な ん

市
し

条例
じょうれい

第８号
だ い  ご う

。以下
い か

「条例
じょうれい

」という。）第
だい

４7 

条
じょう

の規定
き て い

に基
もと

づき、湖南
こ な ん

市
し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

プラン策定
さくてい

委員会
い い んか い

（以下
い か

「委員会
い い んか い

」という。）の組織
そ し き

、運営
うんえい

その他
  た

8 

必要
ひつよう

な事項
じ こ う

について定
さだ

める。 9 

（所掌
しょしょう

事務
じ む

） 10 

第
だい

２条
じょう

 委員会
い い んか い

は、市長
しちょう

の諮問
し も ん

に応じて
おう    

、条例
じょうれい

第２条
だい  じょう

第２項
だい  こう

に規定
き て い

する委員会
い い んか い

の担任
たんにん

する事務
じ む

について協議
きょうぎ

し、11 

意見
い け ん

を述べ
の  

、又
また

は助言
じょげん

を行
おこな

うものとする。 12 

２ 条例
じょうれい

第
だい

２条
じょう

第
だい

２項
こう

に規定
き て い

する委員会
い い んか い

の担任
たんにん

する事務
じ む

の細目
さいもく

については、次
つぎ

に掲
かか

げるものとする。 13 

(１) 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

施策
し さ く

に関する
か ん    

基本的
き ほ んて き

な考
かんが

え方
かた

に関する
かん    

協議
きょうぎ

 14 

(２) 各行政
かくぎょうせい

分野
ぶ ん や

における多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

施策
し さ く

のあり方
かた

に関する
かん    

協議
きょうぎ

 15 

(３) 前
ぜん

２号
ごう

に掲
かか

げるもののほか、前条
ぜんじょう

に規定
き て い

する目的
もくてき

のために必要
ひつよう

な事項
じ こ う

 16 

（委員
い い ん

） 17 

第
だい

３条
じょう

 委員
い い ん

は、次
つぎ

に掲
かか

げる者
もの

のうちから市長
しちょう

が委嘱
いしょく

する。 18 

(１) 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 19 

(２) 各種
かくしゅ

団体
だんたい

の関係者
かんけいしゃ

 20 

(３) 市民
し み ん

の代表
だいひょう

 21 

(４) その他
た

市長
しちょう

が必要
ひつよう

と認める
み と    

者
もの

 22 

２ 委員
い い ん

の任期
に ん き

は、１年
ねん

とする。ただし、補欠
ほ け つ

の委員
い い ん

の任期
に ん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
き か ん

とする。 23 

３ 委員
い い ん

は、再任
さいにん

を妨
さまた

げない。 24 

（委員長
いいんちょう

及び
およ  

副委員長
ふくいいんちょう

） 25 

第
だい

４条
じょう

 委員会
い い んか い

に委員長
いいんちょう

及び
およ  

副委員長
ふくいいんちょう

を置
お

く。 26 

２ 委員長
いいんちょう

及び
およ  

副委員長
ふくいいんちょう

は、委員
い い ん

の互選
ご せ ん

によって定
さだ

める。 27 

３ 委員長
いいんちょう

は、会務
か い む

を総理
そ う り

し、委員会
い い んか い

を代表
だいひょう

する。 28 

４ 副委員長
ふくいいんちょう

は、委員長
いいんちょう

を補佐
ほ さ

し、委員長
いいんちょう

に事故
じ こ

あるときは、その職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 29 

（会議
か い ぎ

） 30 

第
だい

５条
じょう

 委員会
い い んか い

の会議
か い ぎ

は、委員長
いいんちょう

が招 集
しょうしゅう

する。 31 

２ 委員長
いいんちょう

は、委員会
い い んか い

の会議
か い ぎ

の議長
ぎちょう

とする。 32 

３ 委員会
い い んか い

は、委員
い い ん

の半数
はんすう

以上
いじょう

の出席
しゅっせき

がなければ会議
か い ぎ

を開
ひら

くことができない。 33 

４ 会議
か い ぎ

の議事
ぎ じ

は、出席
しゅっせき

した委員
い い ん

の過半数
か は んす う

で決
けっ

し、可否
か ひ

同数
どうすう

のときは、議長
ぎちょう

の決
けっ

するところによる。 34 

（庶務
し ょ む

） 35 

第
だい

６条
じょう

 委員会
い い んか い

の庶務
し ょ む

は、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

に関
かん

する事務
じ む

を所管
しょかん

する課
か

において処理
し ょ り

する。 36 

（委任
い に ん

） 37 
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第
だい

７条
じょう

 この規則
き そ く

に定
さだ

めるもののほか、委員会
い い んか い

の運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、委員長
いいんちょう

が定
さだ

める。 1 

付
ふ

 則
そく

 2 

（施行
し こ う

期日
き じ つ

） 3 

１ この規則
き そ く

は、平成
へいせい

25年
ねん

４月
  がつ

１日
  にち

から施行
し こ う

する。 4 

（会議
か い ぎ

の招 集
しょうしゅう

の特例
とくれい

） 5 

２ この規則
き そ く

の施行
し こ う

の日
ひ

以後
い ご

又
また

は委員
い い ん

の任期満了後
にんきまんりょうご

最初
さいしょ

に開催
かいさい

される委員会
い い んか い

の会議
か い ぎ

は、第５条
だい  じょう

第１項
だい  こう

本文
ほんぶん

の6 

規定
き て い

にかかわらず、市長
しちょう

が招 集
しょうしゅう

する。 7 

  8 
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（５）外
がい

国
こく

人
じん

への情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

に係
かか

る多
た

言
げん

語
ご

化
か

等
とう

の方
ほう

針
しん

   1 

 2 

 3 

平 成
へ い せ い

2 2年
ね ん

（ 2 0 1 0年
ね ん

） ５ 月
が つ

2 6日
にち

 4 

多 文 化
た ぶ ん か

共 生
き ょ う せ い

社 会
し ゃ か い

推 進
す い し ん

本 部
ほ ん ぶ

 5 

 6 

外国人
がいこくじん

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

に係る
かか  

多言語化
た げ ん ご か

等
とう

の方針
ほうしん

 7 

 8 

１ 目
もく

 的
てき

 9 

湖南
こ な ん

市
し

が 行
おこな

う外国人
がいこくじん

向
む

けの情報
じょうほう

提供
ていきょう

や情報
じょうほう

発信
はっしん

について多
た

言
げん

語
ご

化
か

等
とう

（わかりやすい日本語
に ほ ん ご

や10 

ピクトグラムなど、多言語化
た げ ん ご か

の他
ほか

に外国人
がいこくじん

にわかりやすい情報
じょうほう

提供
ていきょう

の手法
しゅほう

を含
ふく

む。）の原則
げんそく

を11 

示
しめ

した上
うえ

で、積極的
せっきょくてき

な取組み
と り く み

に努
つと

めることにより、外国人
がいこくじん

が暮
く

らしやすい社会づくり
し ゃ か い      

を推進
すいしん

す12 

る。  13 

 14 

２ 対
たい

 象
しょう

 15 

対象
たいしょう

は、市
し

のすべての部局
ぶきょく

（所管課
し ょ かん か

等
とう

）が行
おこな

う情報
じょうほう

提供
ていきょう

及
およ

び情報
じょうほう

発信
はっしん

の内
うち

、情報
じょうほう

の受
う

け取
と

り手
て

に16 

日本語
に ほ ん ご

がわからない外国人
がいこくじん

を相当
そうとう

数含
すうふく

むものとし、特
とく

に以下
い か

の情報
じょうほう

を優先度
ゆ う せ ん ど

が高
たか

いものとし17 

て取
と

り 扱
あつか

う。  18 

①緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

、生命
せいめい

・財産
ざいさん

に影響
えいきょう

が大きい
お お    

情報
じょうほう

 19 

②保険
ほ け ん

又
また

は税金
ぜいきん

等
など

の権利
け ん り

及び
お よ  

義務
ぎ む

に関する
か ん    

情報
じょうほう

 20 

③医療
いりょう

及び
お よ  

保健
ほ け ん

に関する
か ん    

情報
じょうほう

 21 

④子育て
こ そ だ  

及び
およ  

教育
きょういく

に関する
か ん    

情報
じょうほう

 22 

⑤日常
にちじょう

生活
せいかつ

に密接
みっせつ

な情報
じょうほう

、生活
せいかつ

マナー、相談
そうだん

等
とう

に関する
か ん    

情報
じょうほう

 23 

⑥外国人
がいこくじん

の多数
た す う

が在住
ざいじゅう

又
また

は活動
かつどう

する地域
ち い き

におけるイベント及び
およ  

地理
ち り

・交通上
こうつうじょう

の情報
じょうほう

 24 

 25 

３ 原則
げんそく

として対応
たいおう

する言語
げ ん ご

 26 

外国人
がいこくじん

一般
いっぱん

に対し
たい  

広く
ひ ろ  

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

う必要
ひつよう

のある場合
ば あ い

は、以下
い か

の（１）によるものとする。なお、国籍
こくせき

や27 

地域
ち い き

、年齢層
ねんれいそう

などで特定
とくてい

した外国人
がいこくじん

に対
たい

し情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を行
おこな

う場合
ば あ い

は、その実態
じったい

に応じ
おう  

対応
たいおう

するものとする。 28 

（１）外国人
がいこくじん

市民向け
し み ん む  

の対応
たいおう

言語
げ ん ご

 29 

湖南
こ な ん

市
し

在住
ざいじゅう

の外国人
がいこくじん

に多
おお

く理解
り か い

される、以下
い か

の４言語
げ ん ご

とする。 30 

  ①ポルトガル語
ご

 31 

  ②スペイン語
ご

 32 

  ③中国
ちゅうごく

語
ご

 33 

  ④英
えい

語
ご

 34 

（２）例
れい

 外
がい

 35 

①予算
よ さ ん

やスペースの制限
せいげん

等
など

により、上記
じょうき

（１）で示
しめ

す言語
げ ん ご

の全
すべ

てに対応
たいおう

ができない場合
ば あ い

は、それぞれの記載
き さ い

順
じゅん

36 

（①～④）に優先
ゆうせん

するなどの対応
たいおう

を行
おこ

なうものとする。 37 

②上記
じょうき

以外
い が い

の言語
げ ん ご

においても、各部局
かくぶきょく

（所管課
し ょ かん か

等
とう

）において、提供
ていきょう

する情報
じょうほう

の重要性
じゅうようせい

、及び
およ  

経済性
けいざいせい

などの観点
かんてん

38 
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から多言語化
た げ ん ご か

の必要性
ひつようせい

があると判断
はんだん

できる言語
げ ん ご

については、柔軟
じゅうなん

かつ積極的
せっきょくてき

に対応
たいおう

するものとする。 1 

 2 

４ 運用
うんよう

方針
ほうしん

 3 

（１）予算
よ さ ん

措置
そ ち

 4 

①新規
し ん き

及
およ

び従前
じゅうぜん

より各部局
かくぶきょく

（所管課
し ょ かん か

等
とう

）にて予算
よ さ ん

措置
そ ち

していた多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

は、原則
げんそく

各部局
かくぶきょく

にて予算
よ さ ん

措置
そ ち

を行
おこな

う。 5 

 6 

（２）翻訳
ほんやく

の方法
ほうほう

 7 

以下
い か

の方法
ほうほう

を、その特性
とくせい

を認識
にんしき

し、提供
ていきょう

する情報
じょうほう

の内容
ないよう

を勘案
かんあん

した上
うえ

で選択
せんたく

又
また

は組み合わせて
く  あ    

実施
じ っ し

する。 8 

①全文
ぜんぶん

又
また

は一部
い ち ぶ

の翻訳
ほんやく

の選択
せんたく

 9 

方
ほう

 法
ほう

 特
とく

 性
せい

 

文書
ぶんしょ

全文
ぜんぶん

の翻訳
ほんやく

 
・原則的

げんそくてき

、一般的
いっぱんてき

な翻訳
ほんやく

。 

・正確性
せいかくせい

が高
たか

い。 

一部
い ち ぶ

の翻訳
ほんやく

 ・限られた
かぎ      

紙面
し め ん

での翻訳
ほんやく

に利用
り よ う

。 

②日本語
に ほ ん ご

・外国語
が い こく ご

の併記
へ い き

又
また

は外国語
が い こく ご

単独
たんどく

記載
き さ い

の選択
せんたく

 10 

方
ほう

 法
ほう

 特
とく

 性
せい

 

日本語
に ほ ん ご

・外国語
がいこくご

の

併記
へ い き

 

・日本人
にほんじん

及び
およ  

外国人
がいこくじん

の区別
く べ つ

なく（区別
く べ つ

できない）情報
じょうほう

を発信
はっしん

する際
さい

に

利用
り よ う

。 

・日本人
にほんじん

にも記載
き さ い

内容
ないよう

がわかるため、問
とい

合
あ

わせ時
じ

の対応
たいおう

に便利
べ ん り

。また、

地域
ち い き

でも近隣
きんりん

の日本人
にほんじん

に確認
かくにん

することができる。 

・必要
ひつよう

なスペースが大
おお

きくなる。 

外国語
がいこくご

単独
たんどく

 ・外国人
がいこくじん

を特定
とくてい

して情報
じょうほう

提供
ていきょう

が可能
か の う

な場合
ば あ い

に利用
り よ う

。 

③外国語
が い こく ご

が存在
そんざい

しない単語
た ん ご

の取
と

り扱
あつか

い 11 

 地名
ち め い

などの固有
こ ゆ う

名詞
め い し

は、ヘボン式
しき

ローマ字
じ

で表記
ひょうき

する。 12 

④ネイティブチェック（当該
とうがい

言語
げ ん ご

を母語
ぼ ご

とする人
ひと

によるチェック） 13 

 多言語化
た げ ん ご か

への対応
たいおう

は、原則
げんそく

としてネイティブチェックを行
おこな

うものとする。特
とく

に正確性
せいかくせい

が要求
ようきゅう

される情報
じょうほう

に14 

ついては、必
かなら

ず実施
じ っ し

する。 15 

⑤経費
け い ひ

の節減
せつげん

 16 

 翻訳
ほんやく

の依頼
い ら い

に際して
さ い    

は、過去
か こ

に翻訳
ほんやく

された類似
る い じ

のデータを活用
かつよう

するなど経費
け い ひ

の節減
せつげん

（翻訳者
ほんやくしゃ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を含む
ふく  

）17 

に努
つと

めるものとする。 18 

⑥多言語化
た げ ん ご か

等
とう

を行
おこな

った情報
じょうほう

の提供
ていきょう

方法
ほうほう

 19 

緊急性
きんきゅうせい

及
およ

び費用
ひ よ う

、効果
こ う か

等
とう

を勘案
かんあん

し、文書
ぶんしょ

（紙
かみ

媒体
ばいたい

）、インターネット、映像
えいぞう

、音声
おんせい

等
など

のいずれか、または複合
ふくごう

20 

により対応
たいおう

する。 21 

 22 

 23 

 24 

（３）その他
た

 25 

①わかりやすい日本語
に ほ ん ご

 26 



 

42 

 

一定
いってい

の必要性
ひつようせい

があるにもかかわらず、予算
よ さ ん

やスペース等
など

の制限
せいげん

により翻訳版
ほんやくばん

を作成
さくせい

できない場合
ば あ い

、あるいは1 

少数
しょうすう

言語
げ ん ご

の外国人
がいこくじん

への配慮
はいりょ

として、わかりやすい日本語
に ほ ん ご

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めるものとする。 2 

＜参考
さんこう

＞平易
へ い い

な表現
ひょうげん

を用
もち

いることの他
ほか

、以下
い か

の方法
ほうほう

などがある。 3 

方
ほう

 法
ほう

 特
とく

 性
せい

 

ひらがなルビの付記
ふ き

 ・比較的
ひかくてき

容易
よ う い

に対応
たいおう

できる。一般的
いっぱんてき

 

分かち書
わ   が

き 
・日本語

に ほ ん ご

の文章
ぶんしょう

において文節
ぶんせつ

（又
また

は単語
た ん ご

）の区
く

切
ぎ

りに空白
くうはく

を

挟んで
はさ    

記述
きじゅつ

することで、単語
た ん ご

の区切り
く ぎ  

をわかりやすくする。 

 

・辞書
じ し ょ

を引く
ひ  

際
さい

にも便利
べ ん り

。 

（例
れい

）：日本語
に ほ ん ご

の 文 章
ぶんしょう

に おいて 文節
ぶんせつ

の 区切
く ぎ

りに 

空白
くうはく

を 挟
はさ

んで 記述
きじゅつ

する こと。 

 4 

②ピクトグラム（図
ず

記号
き ご う

） 5 

図
ず

で表現
ひょうげん

することで、言語
げ ん ご

に制約
せいやく

されずに内容
ないよう

の伝達
でんたつ

を視覚的
し か くて き

に行
おこな

うことができるため、伝
つた

えたい内容
ないよう

に6 

より利用
り よ う

を検討
けんとう

する。（主
おも

に看板
かんばん

等
など

） 7 

 8 

５ 役割
やくわり

分担
ぶんたん

 9 

（１）各部局
かくぶきょく

（所管課
し ょ かん か

等
とう

） 10 

①所管
しょかん

事業
じぎょう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

に関する
かん    

多言語化
た げ ん ご か

の実施
じ っ し

責任者
せきにんしゃ

として、本方針
ほんほうしん

の主旨
し ゅ し

を理解
り か い

し、外国人
がいこくじん

の視点
し て ん

に11 

立った
た   

積極的
せっきょくてき

な取組み
と り く み

に努
つと

める。 12 

 ②所管
しょかん

する外郭
がいかく

団体
だんたい

他
ほか

、関係
かんけい

機関
き か ん

、市民
し み ん

団体
だんたい

等
とう

に対し
たい  

、本方針
ほんほうしん

の主旨
し ゅ し

が理解
り か い

され取組
と り く

まれるよう努
つと

める。 13 

 14 

（２）人権
じんけん

擁護課
よ う ご か

 15 

 ①各部局
かくぶきょく

（所管課
し ょ かん か

等
とう

）からの依頼
い ら い

に応じ
おう  

、翻訳
ほんやく

及び
およ  

多言語化
た げ ん ご か

に係る
かか  

相談
そうだん

・助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

う。 16 

 ②各部局
かくぶきょく

（所管課
し ょ かん か

等
とう

）の多言語化
た げ ん ご か

に関する
かん    

取組み
と り く み

に対し
たい  

、翻訳
ほんやく

及び
およ  

統一的
とういつてき

かつ効果的
こ う かて き

な取組み
と り く み

のために必要
ひつよう

な17 

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

、相談
そうだん

・助言
じょげん

等
とう

の支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、全庁的
ぜんちょうてき

な多言語化
た げ ん ご か

の総括
そうかつ

を行
おこな

う。 18 

③適宜
て き ぎ

、外国人
がいこくじん

に関する
か ん    

情報
じょうほう

を収 集
しゅうしゅう

するとともに本方針
ほんほうしん

への影響
えいきょう

を検証
けんしょう

し、関係
かんけい

部局
ぶきょく

と調整
ちょうせい

の上
うえ

、必要
ひつよう

19 

に応じて
お う    

本方針
ほんほうしん

を更新
こうしん

する。 20 

21 



 

43 

 

（６）プラン策定
さくてい

の経過
け い か

 1 

 2 

プラン策定
さ く て い

の経過
け い か

 3 

 4 

令和 3年度（2021年度） 5 

7 月 8日 第 3 次湖南市多文化共生推進プラン 第 1 回策定委員会 

9 月 21日 第 3 次湖南市多文化共生推進プラン 第 2 回策定委員会 

10 月 27日 第 3 次湖南市多文化共生推進プラン 第 3 回策定委員会 

11 月 15日 多文化共生推進社会推進本部において報告 

11 月  日 人権擁護審議会において報告 

11 月 30日 市議会全員協議会において経過説明 

12 月 13日 パブリックコメント募集（～令和４年（２０２２年）１月 12日） 

2 月  日 第 3 次湖南市多文化共生推進プラン 第４回策定委員会 

2 月  日 市議会全員協議会において報告 

 6 

  7 
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（用語解説〉50 音順   ※このプランでは次の意味で使用しています。 1 

言 語 説 明 

外国人市民 

外国籍を有する市民、または日本国籍保持者で外国にルーツをもち本市に生活拠点を有する人。

※「第２章 外国人市民の概況」での各種統計には日本国籍で外国にルーツをもつ市民は含ま

れない。また、市民より広い概念で外国籍を有する人を指す場合は「外国人住民」と標記。国

や他団体が使用している名称等の場合、標記の変更をせずに「外国人」と標記。 

アイデンティテ

ィ 
人が自分らしく生きるための社会的、文化的、民族的な要素や背景、よりどころ。 

ＩＴとＩＣＴ 

ほぼ同じ意味の言葉ですが、具体的には使い分けされており、ＩＴはハードウェアやソフトウ

ェア、インフラなどコンピュータ関連の技術そのものを指す用語。英語の「Information  

Technology」（情報技術）の略。 

ＩＣＴは情報を伝達することを重視し、医療や教育などにおける技術の活用方法やその方法論

を指す。英語の「Information and Communication Technology」（情報通信技術）の略 

アプリ 特定の目的をもって作られた専用のソフトウェアのこと。アプリケーションソフトウェアの略。 

ＮＰＯ 
営利を目的とせず、政府からも自立して、福祉・まちづくり・環境保全・国際交流・災害救援

などの様々な社会貢献活動を行う民間組織の総称。英語の Non-profit organization の略。 

外国にルーツを

持つ子ども 

「国籍にかかわらず父・母の両方、またはそのどちらかが外国出身者などの子ども」をさすが、

このプランでは、国籍にかかわらず、異なる文化背景を持つことにより、日本語指導やサポー

トが必要な子どもを含む。 

キーパーソン 

多文化共生の地域づくりを進める際に様々な場面で求められる人材や能力・資質を持った人。

語学力やコミュニケーション能力、異文化に対する理解力などを持ち、グローバル化する社会

で求められる人材。 

グローバル化 経済活動や人々の行動が地球的規模、地球的視野で行われるようになること。 

ジェンダー 
女らしさ、男らしさなど、生物学的な性差ではなく社会的・文化的につくりあげられた性差や

性的な役割。 

市民 湖南市内で活動する人あるいは働く・勉強する人。 

住民 湖南市内に住民票のある人。 

多言語 二つ以上の言語が並存すること。各国の公用語のほか、「やさしい日本語」を含む。 

多文化共生 
国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化を認め合い、人権を尊重し、地域の一員として共

に生
い

きていくことができる社会
しゃかい

のこと。 

ダイバーシティ 英語の「diversity」、多様性のこと 

包摂性 
年齢やジェンダー、国籍等に関係なくすべての人へ向けたアクションをすることが求められ、 

すべての人に意識を向ける姿勢。近年重視される価値観。 

日系（人） かつて海外へ移民をした日本人の子孫。1990 年の出入国管理及び難民認定法の改正により、
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来日する日系人が増加した。 

母語  
幼児期に家庭内で使用されるなど自然に習得する言語。 

「母国語」は、出身国で公用語として使われる言語をさす場合が多い。 

やさしい日本語  

外国人市民のために考案された、ルールに沿って行うコミュニケーションツールのこと。会話

では熟語を避け、です・ます形を用いり、文章の場合は文節や単語で区切る・漢字にふりがな

を振るなど活用する。主に災害時に有用な言語とされているが、湖南市では多文化共生推進の

ため、広報や行政窓口での活用を推進している。 

ICT 英語の「Information and Communication Technology」の略。情報通信技術のこと。 

複合災害 感染症及び自然災害を区別した総称。 

 1 

  2 
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 1 

第 3次湖南市多文化共生推進プラン策定委員名簿 2 

（任期：令和３年（2021年）６月１日～令和４年（2022年）５月 31日） 3 

 4 

役職 氏名 所属団体など 

委員長 阿部 一郎 一般財団法人自治体国際化協会 

副委員長 船越 鈴代 湖南市ボランティア連絡協議会 

委員 

（五十音順） 

青木 義道 湖南市教育委員会事務局 

上森 秀夫 インフィニティ株式会社 

甲斐 正信 湖南市人権まちづくり会議 

中野 龍馬 今プラス 

長谷 平官 湖南市国際協会 

（敬称略） 5 

 6 

 7 

 8 

湖南
こ な ん

市
し

市民
し み ん

憲章
けんしょう

 9 

わたしたちは、悠久
ゆうきゅう

の野洲
や す

川
がわ

の流
なが

れに沿
そ

った美
うつく

しい郷土
きょうど

を愛
あい

し、先人
せんじん

が築
きず

いてきた文化
ぶ ん か

や歴史
れ き し

 10 

に感謝
かんしゃ

して、活気
か っ き

と希望
き ぼ う

に満
み

ちた、ゆたかで創造的
そうぞうてき

なまちをつくるために、この憲章
けんしょう

を定
さだ

めます。 11 

 12 

一、美
うつく

しい水
みず

と緑
みどり

を大切
たいせつ

にし、自然
し ぜ ん

と調和
ちょうわ

したまちをつくります。 13 

 14 

一、たがいの人権
じんけん

を認
みと

めあい、思
おも

いやりのあるまちをつくります。 15 

 16 

一、子
こ

どもが健
すこ

やかに育
そだ

ち、障
しょう

がい者
しゃ

や老人
ろうじん

をはじめ、だれもが安
あん

心
しん

して 17 

暮
く

らせるまちをつくります。 18 

 19 

一、ゆたかな歴史
れ き し

を重
おも

んじ、香
かお

り高
たか

い文化
ぶ ん か

のまちをつくります。 20 

 21 

一、社会
しゃかい

の規律
き り つ

を守
まも

り、安全
あんぜん

で住
す

みよいまちをつくります。 22 

 23 

平
へい

成
せい

十七
じゅうなな

年
ねん

十一
じゅういち

月
がつ

二十
にじゅう

日
にち

制
せい

定
てい

 24 

 25 
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 1 

 2 

湖南
こ な ん

市
し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

推進
すいしん

プラン  With
ウ ィ ズ

  KONAN
コ ナ ン

 Plan
プ ラ ン

 Ⅲ 

発行
はっこう

年月
ねんげつ

：令和４年
ねん

（2022年
ねん

）3月
がつ

 

発行
はっこう

 ： 湖南
こ な ん

市
し

 

編集
へんしゅう

 ： 総務部
そ う む ぶ

市民
し み ん

生活局
せいかつきょく

人権
じんけん

擁護課
よ う ご か

 

 

西庁舎
にしちょうしゃ

 〒520-3195 滋賀県
し が け ん

湖南
こ な ん

市
し

石部
い し べ

中央
ちゅうおう

一丁目
いっちょうめ

１番
ばん

１号
ご う

 

TEL ： 0748-77-8512  FAX ： 0748-77-4101 

e-mail ： jinken@city.shiga-konan.lg.jp 


